
 

平成２９年度第１回京都市歴史まちづくり推進会議 議事要旨 

 

 日 時 平成２９年５月２５日（木）１０：３０～１１：３０ 

 場 所 京都市役所本庁舎1階 F会議室 

 

 （議事要旨） 

 議題１ 京都市歴史的風致維持向上計画に基づく取組について 

内 容 説 明 

 

○事務局  

議題１につきましては，資料２と資料３を

用いて説明させていただきます。 

 まず，議題であります，ア，平成28年度

実績及び計画の進行管理・評価，それから，

イ，京都市歴史的風致維持向上計画の総括

評価について，資料２に従って説明してい

きます。 

 資料２を御覧ください。 

 今年度は平成28年度の進行管理・評価を

行いますとともに，平成26年度から28年度

までの３年間の総括評価を行う年となっ

ております。 

 まず，資料２，両面で目次を書いてあり

ますが，進捗評価シート（様式１）につき

ましては平成28年度の取組を管理，評価し

ているものです。それぞれ評価軸に沿って

①から⑥までの取組を評価しています。 

  まず，①の組織体制です。めくってい

ただいて，京都市－１ページになります。 

 こちらにつきましては，この推進会議と

その下部組織であります庁内連絡会の取

組について記載しております。 

 それから，２ページを御覧ください。②

の重点区域における良好な景観を形成す

る施策につきましては，平成28年度の取組

としまして，屋外広告物に関する取組や歴

史的景観の保全に関する景観政策の充実

を掲載しております。それぞれ関連する写

真等も載せております。 

 次の③歴史的風致維持向上施設の整備

及び管理に関する事項です。こちらに関し

ては，平成28年度に事業が完了したものや，

新たに取組を開始したものを中心に説明

させていただきます。 

 まず，４ページを御覧ください。 

 道路修景整備事業，小川通周辺地区につ

いてです。こちらにつきましては平成28年

度に事業が完了しました。平成24年度から

無電柱化の取組を進めてきております。こ

ちらは石畳風保水性アスファルト舗装も

されまして，平成29年４月７日に完成式典

を開催しております。 

 次に，７ページ，４の無電柱化等事業で

す。こちらにつきましては平成28年度に先

斗町の無電柱化事業に着手しております。

先斗町は全国でも例のない道幅の狭い道

路での無電柱化事業となっております。全

国に先駆けて先例となるような取組に今

年度から着手しましたので触れさせてい

ただきます。 

次に，13ページを御覧ください。 

 二条城東大手門保存修理事業です。こち

らにつきましては26年10月から工事を進

めておりまして，今年度で事業が完了して

おります。特別公開を行っております。 

 補足説明ですけども，二条城の周辺駐車

場整備事業を現在行っておりまして，平成

29年10月に工事が完了する予定です。今年

の秋にリニューアルオープンということ



 

で予定を聞いております。 

 次に，飛びまして28ページを御覧くださ

い。 

 京町家まちづくりクラウドファンディ

ング支援事業です。こちらにつきましては

平成27年度から事業を開始しておりまし

たが，昨年度，ようやく１件，事業を実施

しました。 

 選定された活用事業ですが，二条城城下

町活性化のための京町家改修工事計画と

して載せておりますが，以前，10数年前ま

で電気部品を製造する工場として稼働し

ていた町家を改修し，一棟貸しの町家旅館

にする事業を選定しております。こちらに

つきましては，現在，改修工事中で，近日

中に工事が完了し，オープンとなる予定で

あるということを聞いております。 

 続きまして，31ページ，まち・ひと・こ

ころが織り成す京都遺産制度です。こちら

につきましては，先ほど局長も触れていた

だいておりますが，お手元に追加で資料も

お配りしております。 

 京都遺産制度につきましては，昨年度の

第１回推進会議においてもテーマを募集

するということで御案内をさせていただ

いておりますが，平成28年度に審査会を開

催し，北野・西陣でつづられ広がる伝統文

化，山紫水明の千年の都で育まれた庭園文

化，世代を越えて受け継がれる火の信仰と

祭りの３件を認定しております。それぞれ

について認定理由と主な構成遺産を書い

た資料を添付しております。 

 続いて，34ページです。 

 こちらにつきましては，京都市美術館再

整備事業が，これまで設計を進めておりま

したが，28年度から工事に着手しましたの

で，御報告させていただきます。 

 次が38ページです。 

 京都文化祭典です。こちらについては計

画どおり進捗し，平成28年度をもって終了

となっております。今後は単発の事業とし

て進めていくと聞いております。 

 続いて，④文化財の保存又は活用に関す

る事項です。39ページ以降になります。 

 こちらは，文化財の調査及び指定・登録

や修理，防災対策，周辺環境の整備，それ

から普及啓発について，１から３まで掲載

しております。 

 京都市の文化財指定としましては，昨年

度，堀川第一橋ですとか櫻谷文庫が建造物

として指定されております。 

 次に，⑤効果・影響等に関する報道につ

いてです。43ページ，44ページを御覧くだ

さい。 

 関連する新聞報道やテレビ報道を，全て

ではないのですが，掲載しております。44

ページには新聞ですとかテレビ報道の写

真を載せております。屋外広告物ですとか

寺社周辺などの景観協議，耐震化の取組，

京都遺産制度，また美術館，岡崎地区の取

組などの新聞を掲載しております。 

 次の45ページを御覧ください。 

 こちらは⑥その他になりますが，景観重

要建造物・歴史的風致形成建造物の指定で

ございます。 

 平成28年度につきましては歴史的風致

形成建造物の新規指定を７件，景観重要建

造物の新規指定を９件行っております。う

ち，重ね指定が４件あります。歴史的風致

形成建造物の指定につきましては総数が

84件となりました。景観重要建造物につき

ましては総数96件となっております。重ね

指定もありますので，全体で123件の建物

に対して建造物の指定を行っております。 

 毎年度の進捗評価につきましては以上

です。 

 次に，総括評価シート，まず，方針の達

成状況についてです。48ページからを御覧



 

ください。 

 こちらは平成26年度から28年度までの

３年間の総括評価を計画に記載している

方針に基づいて行っております。計画には

七つ，方針が記載されております。計画に

記載されているとおり，アからキまでの七

つの方針に基づいて評価をしました。 

 まず，48ページ，49ページです。 

 一つ目がア，歴史的建造物を守り育て，

活かしたまちづくりを推進する。 

 総括評価につきましては，計画に記載さ

れている方針，課題，それに対応する進捗

評価項目とその推移，方針の達成状況，課

題の改善状況に関する評価内容，達成状況

の評価，要改善事項，そして，計画の見直

しの必要性を記載することとなっており

ます。 

 まず，歴史的建造物を守り育て，活かし

たまちづくりを推進するにつきましては，

歴史的建造物の指定ですとか歴史的建造

物の保存・再生，活用について毎年行って

いるものを，左側のページに推移を掲載し

ております。それに対応して，右側のペー

ジに方針の達成状況，課題の改善状況に関

する評価内容を記載しております。 

 こちらにつきましては，主なものを写真

で取り上げまして記載させてもらってお

ります。 

 歴史的建造物の指定につきましては，平

成28年度になりますが，歴史的風致形成建

造物に京都市役所本庁舎を指定している

ことを掲載しております。それから，京都

を彩る建物や庭園での選定物件。京都市所

有伝統的建造物の利活用事例として，祇園

新橋の寄付物件を再生し，ＰＡＴＨ ＴＨ

Ｅ ＢＡＴＯＮ ＫＹＯＴＯ ＧＩＯＮ

として活用している事例を掲載しており

ます。また，空き家活用×まちづくりモデ

ルプロジェクトで地蔵盆の活性化と路地

文化の再生を行った事例も紹介しており

ます。 

 この方針に対する達成状況の評価，要改

善事項ですが，こちらにつきましては，平

成21年度の調査で現存する京町家が４万

8,000軒あったんですが，平成28年度に追

跡調査を行ったところ，11パーセントが滅

失しており，総体としては依然として減少

傾向にあることが明らかとなりました。こ

のため，所有者の理解を得つつ，公的指定

を進めるとともに，京町家の保全及び継承

を推進するための支援策と取壊しの危機

を事前に把握し，保全及び継承につなげる

仕組みを早急に整える必要があるという

ことで，評価としては要対策検討としてお

ります。 

 計画の見直しの必要性については不要

としております。 

 こちらに関しては，後ほど議題の３で京

町家条例の制定について情報提供をさせ

ていただきたいと思っております。 

 50ページに移っていただいて，次の方針

ですが，イ，歴史都市・京都にふさわしい

風情や品格のあるまちづくりを推進する。 

 こちらにつきましては，対応する項目と

して，１，屋外広告物や観光案内標識の町

並みへの配慮，２，景観地区指定の取組，

３，無電柱化の取組，４，歴史まちづくり

に関する都市間の連携を挙げております。 

 右のページに屋外広告物の取組ですと

か先斗町地区での界わい景観整備地区指

定，無電柱化の取組の写真を載せておりま

す。 

 ４のその他の取組として，この推進会議

では進捗管理，進捗評価を行っていなかっ

た事業について掲載しております。こちら

につきましては，お手元にも資料を配布さ

せていただいておりますが，平成26年度に，

路地のある町並みを再生するための新た



 

な道路指定制度を創設し，これまでは困難

であった細街路沿道の町家や長屋の再生

に道を開くとともに，平成28年度には市民

公募による，大切にしたい京都の路地選を

実施し，取組部門30件，写真部門58件を選

定するなど，京都市にとって歴史的資産の

一つである路地の保全・再生の取組を進め

ておりますので，ここで紹介させていただ

きます。 

 こちらの達成状況の評価，要改善事項に

つきましては，京都市内には長い歴史の中

で寺社等の歴史的建造物と一体となって

歴史的風致を形成してきた地域が数多く

分布します。しかしながら，近年，境内や

その周辺で歴史的風致に及ぼすような開

発計画が行われるなどの事象が相次いで

います。平成26年度から28年度に，それら

寺社などを中心に構成される歴史的景観

の保全に関する検証を行いましたが，今後

はその検証結果に基づき，実効性のある制

度構築を図っていく必要があるというこ

とから，こちらも要対策検討としておりま

す。 

 計画の見直しの必要性につきましては，

寺社や門前，参道等の歴史的建造物を歴史

的風致形成建造物として積極的に指定す

るとともに，それらの価値を地域住民や事

業者と共有しつつ，歴史的風致をいかした

まちづくりを進めるため重点区域の拡大

について検討する必要があることから，計

画の見直しが必要としております。 

 次，52ページを御覧ください。ウ，地域

力によるまちづくりを推進する。 

 こちらの評価項目とその推移につきま

しては，１，地域組織の支援，２，官民地

域連携組織の取組としております。 

 右のページに評価内容を掲載しており

ます。 

 地域組織の支援につきましては，京都市

景観・まちづくりセンターとの連携により，

地域の特性をいかした住民主体のまちづ

くりを着実に進めているところです。特に

地域景観づくり協議会につきましては，制

度創設以降，組織認定が９件，計画認定８

件と順調に数が伸びております。平成27年

８月に地域景観まちづくりネットワーク

が自発的に立ち上げられるとともに，28年

度には専門家派遣制度などの支援策を拡

充し，今後ますます進展が期待できるとい

うことを評価しております。 

 さらに，地域組織を支援するということ

を目的としまして，これまで景観賞は建物

と広告物を表彰してきておりましたが，平

成28年度に景観づくり活動部門を創設し

まして，応募数41件の中から市長賞，優秀

賞，奨励賞を選定しております。そして，

更なる活動の動機付けになるようにとの

ことで選定しております。 

 こちらも本日，平成28年度京都景観賞，

景観づくり活動部門の表彰式に配られま

したリーフレットを資料として添えてお

ります。 

 ここでは，２番，官民地域連携組織の取

組として，岡崎のエリアマネジメント組織

の取組も評価しております。 

 この項目に対する評価，改善事項につき

ましては，想定どおり効果が発現しており，

計画の見直しが不要としております。 

 次，54ページを御覧ください。自然と共

生し，木の文化を大切にするまちづくりを

推進する。 

 こちらの対応する進捗評価項目とその

推移は，歴史的風土特別保存地区の維持保

全と市内産木材・間伐材の利用促進を挙げ

ております。それぞれの活動について写真

などを掲載して評価しております。 

 こちらにつきましては，３，その他の取

組として，梅小路公園で行われています，



 

いのちの森の取組も紹介しております。こ

ちらは，自然観察会などを実施し，来園者

に都会の中で樹木や生物など生態系を感

じられる機会を提供するという取組です。 

 こちらの達成状況の評価，要改善事項に

つきましては，前回の３年の総括評価のと

きも現段階では判断できないとしており

まして，まだちょっと判断が難しいのかな

ということで判断できないとしておりま

す。 

 計画の見直しの必要性につきましては

不要としております。 

 次の55ページを御覧ください。オ，人が

主役の歩いて楽しいまちづくりを推進す

る。 

 こちらにつきましては，歩くまち・京都

の推進と観光地交通対策を評価項目とそ

の推移に掲載しております。 

 その評価内容につきましては，歩くま

ち・京都の推進につきましては平成27年10

月に四条通の歩道拡幅整備事業が完了し

ております。こちらにつきましては各賞を

受賞するなど高い評価を得ております。 

 二つ目なんですが，歩くまち・京都の取

組の一つとして，こちらも進捗管理は行っ

ていませんでしたが，交通局の取組を紹介，

評価しております。 

 交通局につきましては，地下鉄経営健全

化の柱として地下鉄１日５万人増客の目

標を掲げておりました。利便性やサービス

向上などを進めまして，平成28年度に達成

する見込みとなっております。近日中に達

成するという報告があると思います。 

 交通局でも，公共交通を利用して文化施

設を巡る，キャラクターとコラボしたよう

な形でそういったイベントなども行って

おりますので，こうした歴史まちづくりに

貢献しているのかなと思いますので掲載

しております。 

 その他の取組として自転車政策の取組

も評価しております。 

 自転車政策，３年前の総括評価において

は，放置自転車台数が減っているという数

の進捗管理をしておりましたが，この３年

間では特にそういった管理はしておりま

せんでした。ただ，放置自転車対策，駐輪

場整備の取組は進んでおりまして，放置自

転車台数は平成26年度実績で平成19年度

の20分の１まで減少しております。さらに，

平成27年３月に京都・新自転車計画を策定

し，自転車走行環境や駐輪環境の整備，利

用マナー向上を進め，世界トップレベルの

自転車共存都市を目指しているというこ

とを掲載させてもらっております。 

 こちらの達成状況の評価，要改善事項に

つきましては，四条通の評価，各賞を受賞

して高い評価を得ておりますが，どういっ

た効果だとか，検証を今後していくと聞い

ておりますので，今回は，今後，発現が予

想されるというところにチェックをして

おります。 

 計画見直しの必要性については見直し

が不要としました。 

 次，56ページを御覧ください。文化芸術

を活かしたまちづくりを推進する。 

 こちらの項目は，１，京都遺産制度，２，

文化芸術関連施設整備，３，文化芸術関連

イベントの開催の項目に分けて評価項目

を整理しております。 

 先ほど28年度の進捗評価の中でも触れ

ました京都遺産制度につきましては，文化

芸術を活かしたまちづくりを推進するた

めの認定制度ということで，一つの項目と

して整理しております。 

 文化芸術関連施設整備につきましては，

京都会館再整備事業が平成28年１月に完

了して，ロームシアター京都として再生し

ていることを写真で紹介しております。 



 

 文化芸術関連イベントにつきましては

文化芸術祭典を取り上げております。 

 こちらの評価につきましては想定どお

り効果が発現している。計画の見直しは不

要としております。 

 最後になりますが，伝統産業を活かした

まちづくりを推進する。58ページです。 

 こちらにつきましては，伝統技術継承に

関する取組，市場拡大に関する取組，普及

啓発に関する取組の項目で整理しており

ます。 

 右の59ページにそれぞれの取組を評価

しておりまして，写真を載せております。 

 着物の文化だとか伝統だとかというの

が，京都市の総括評価ですので，全国に見

ていただけるように着物関連の写真を多

く掲載しております。 

 達成状況の評価，要改善事項については

想定どおり効果が発現している。計画の見

直しは不要としております。 

 続きまして，60ページからが総括評価シ

ート，代表的な事業の質の評価でございま

す。 

 こちらにつきましては，昨年度の第２回

推進会議におきまして内容については説

明させていただいております。その後，髙

橋先生に現地に行っていただいて，外部評

価をいただいております。 

 まず，四条通の取組です。屋外広告物に

関する取組，歩いて楽しいまちなか戦略の

推進につきまして，座長から評価をいただ

いております。 

 「田の字地区については京都の中心市街

地として持続してきた。歴史的風致が重層，

複合していることが大きな地域的特色と

なっている。この重要な歴史的中心市街地，

その中軸をなす四条通において歩道拡幅

事業や屋外広告物に関する取組が行われ，

都市計画，まちづくり，土木技術などの面

で大きな成果を上げたと評価されている

が，歴史的風致の維持向上への成果として

も特筆されるものである。各賞の受賞は高

い外部評価を示す一例と言ってよい。四条

通の整備を大きなステップとして，田の字

地区全体に歩いて楽しいまちなか戦略，屋

外広告物に関する取組を推し進めること

が，京都のみならず日本を代表する歴史的

中心市街地の歴史的風致の維持向上に寄

与すると考えられる」というコメントを頂

いております。 

 今後の対応方針につきましては，歩道拡

幅に伴う効果検証を実施していくととも

に，整備後の四条通におけるエリアマネジ

メントの推進及び四条通とその周辺細街

路における通過交通の流入抑制の推進を

行うとしております。 

 次，62ページ，63ページを御覧ください。

岡崎における取組です。 

 こちらも座長から，「岡崎の文化的景観

が国選定の重要文化的景観とする取組は，

地域の施設や団体，事業者，行政の専門家

などによって作られた岡崎地域活性化ビ

ジョンの一環として位置付けられている

こと，また，国選定に向けて歴史都市・京

都の景観が文化的景観として京都市景観

計画の中で明確に位置付けられたことは

高く評価される。岡崎地域は重要文化的景

観に選定されたが，その特色の一端は時代

や社会が必要とする大規模施設の建設と

大規模土地利用である。京都会館や京都市

美術館，岡崎公園，京都市動物園などの再

整備はこの地域の特色や重要な構成要素

の特性を継承，再生しようとするものであ

り，当該地域の持つ伝統と進取の気風の地

という歴史的風致の維持向上を図るもの

として高く評価される。岡崎地域活性化ビ

ジョンを推進するエリアマネジメント組

織，京都岡崎魅力づくり推進協議会の下で



 

様々な事業や取組が行われ，岡崎地域の活

性化，魅力の向上，にぎわい創出など，歴

史的風致の維持向上に寄与している姿は

院政政権や江戸幕府，近代国家などによる

トップダウンの地域開発によってつくら

れてきた岡崎の歴史にグラスルーツの地

域開発として新たな１ページを加えるも

のであり，今後の持続的な活動が注目され

る」というコメントを頂いております。 

 今後の対応方針ですが，引き続き，協議

会と連携しながら魅力創出事業や情報発

信，美術館再整備等を行うとともに，岡崎

公園，動物園，ロームシアター京都やみや

こめっせなど，文化・交流施設等が連動，

連携した取組，イベントを開催するなど，

今後も岡崎地域が一体となり多彩な事業

を展開することにより岡崎地域のにぎわ

いを創出するとしております。 

 最後になりますが，64ページ，65ページ

を御覧ください。先斗町の取組です。 

 こちらにつきましては，座長から，「住

民や事業者によって組織された先斗町ま

ちづくり協議会による先斗町町式目の制

定と運用，そして，地域と京都市が一体と

なって作成した景観ガイドライン，先斗町

デザイン集の発行などは，今後の歴史まち

づくりのモデルとして重要な取組と評価

される。先斗町界わいにおける歴史や文化，

景観，歴史的風致などの地域の特徴をいか

した住民主体のまちづくり，その進め方は，

京都町衆の自治とまちづくりの伝統が

脈々と現代に継承されていることを如実

に示していて，大変興味深く，今後の京都

のまちづくりを考える上でも極めて示唆

に富むと考える。極めて狭い道路，密集し

た家屋群の間に，他所では余り見られない

奇妙な形の電柱が立つなど，これまでも景

観に配慮がなされてきたようであるが，こ

の度の無電柱化事業では電線共同溝のコ

ンパクト化や地上機器の美装化など，地域

の特性に配慮した新たな試みが実施され

ている。これは先斗町の歴史的風致を維持

向上させるのみならず，狭小な街路を抱え

る他の歴史的市街地域にも応用可能な方

式として重要であろう」とコメントを頂い

ております。 

 今後の対応方針ですが，引き続き，無電

柱化事業を進めるとともに，地域組織と連

携しながら先斗町の景観，歴史まちづくり

を推進するとしております。 

 最後，66ページについては，法定協議会

におけるコメントとしまして，今回頂いた

御意見を国に報告させていただきます。 

 次に，議題のウ，平成29年度実施予定の

歴史まちづくりに関する取組につきまし

て，ご説明します。 

 資料３につきましては平成28年度の取

組と平成29年度の実施予定を予算ととも

に掲載させてもらっております。今回から，

一番左に進捗評価シートの番号を書かせ

てもらっています。これは計画に記載され

ている事業を全て掲載していまして，実施

済みのものにつきましては紫色です。進捗

評価は主なものにのみ行っていますので，

進捗評価を行っていないものについては

グレーの網掛けをしております。それから，

今回，追加させてもらったのが，ハード整

備の事業なのか，ソフトの事業なのかとい

うことでハードかソフト，区域が重点区域

内なのか，市全域なのか，そうでないのか

というのが分かるような表にしておりま

す。新規のものにつきましては左に（新）

と入れております。これは事務局が管理し

やすいために作っておりますので，参考に

見ていただければと思います。 

  

 



 

議 事 要 旨 

 

○座 長 京都市の歴史的風致維持向上

計画の進行管理・評価，そして，総括評価

に関わりましては，いただいた御説明に対

して委員の方々からコメントを頂くとい

うことになっております。よろしくお願い

したいと思います。いかがでしょうか。 

○委 員 管理評価シートの中で，例えば

無電柱化事業の幾つかであったりクラウ

ドファンディングであったり，幾つか計画

どおり進捗していないと書かれているも

のがあったりですとか，あと，総括評価シ

ートの方でも，一つ目の方ですかね，町家

の数がやっぱり減っているので要対策検

討というふうなことを書かれて，改善事項

というふうにされているというところが

非常に率直でいいのかなと，正直，思いま

した。是非，更に対策・検討をしていった

らいいのかなと思います。 

 このシートの中で少し質問なのですけ

れども，まず，様式の１－３でピックアッ

プされているものとされていないもの，最

後に御説明がありましたＡ３のシートの

方で言いますと，白いものが評価シートが

あって，グレーに塗っているものはされて

いないということだと思いますが，それの

選び方の基準と言いますか，結構，このシ

ートを作るのはとても大変だと思います

が，どういうふうにこれを選ばれているの

かということが一つ質問と，あと，もう一

つ質問ですが，様式１－５，効果・影響等

に関する報道というので，例えば43ページ

からの新聞報道ですとか，この辺りのシー

トのところで，進捗状況が全て計画の進捗

に影響ありとなっていますが，計画の進捗

に影響ありというのが一体どういう意味

かというのがよく分からなかったので，そ

の２点を教えていただければ。 

○事務局 まず，一つ目の，評価している，

していないの選定基準については，主なも

のを評価するというふうに引き継いでお

りますので，基準があるのかどうかという

のは明確ではないのですが，一つあるのは，

評価の対象が事業を，工事であれば工事に

着手したものとなっていますので，例えば

１ページ目の（９）の都市公園事業につい

ては，事業としては計画を策定し，設計中

のものについては評価の対象にはならな

いということで評価していないものもあ

ります。 

 あと，２ページ目の歴史的景観の保全に

関する検証事業については２－１に入れ

ていますので，これは誤ってグレーのまま

になっていますが，評価はしております。 

 後半のソフト事業に関しては，本当に主

なものということで，評価していないと聞

いています。 

○事務局 効果・影響に関する報道につい

ての影響ありとなしについては昨年度か

ら引き続きでそのままにしていますので，

ちょっと調べさせてください。 

○座 長 ありがとうございます。 

 新聞報道等についての計画の進捗に影

響ありというのは，おおむね好意的に評価

されているので，それが多分，広く市民に

いい影響を与えるだろうというようなこ

とで，以前から計画の進捗に影響あり，そ

ういういい影響を与えているに違いない

ということでしてきたと思います。 

○委 員 基本的な質問になりますが，総

括評価に，庁内のよその部局の事業が入っ

てきていますよね。そのときに，例えば見

直しが必要とか不要とかを判断している

のはどちらが判断しているのですか。 

○事務局 まず，計画の見直しが不要だと



 

か必要だとか，それから，その一つ上の評

価，要改善事項につきましては景観政策課

の方で判断をしています。それぞれの対応

する進捗評価項目とその他の推移につき

ましては関係課に回答していただいたも

のを掲載しています。 

 項目については我々の方で整理，関係課

から関係する評価項目が上がってきます

ので，それは頂いたうえで，整理は景観政

策課の方でしております。 

○委 員 例えば55ページに，人が主役の

歩いて楽しいまちづくりを推進するとい

うことで，ここで四条通のことが取り上げ

られていますが，四条通以外に東大路の計

画もあったと思いますが，ここで四条通だ

けが取り上げられているのは，先ほど言わ

れた，ハードの場合は工事に着工している

ものとかそういうのに限っているからと

いうことだとは思うんですけど，ただ，こ

の方針の，歩いて楽しいまちづくりを推進

するということで言うと，じゃ，どうして

東大路は計画が進んでいないのか，工事着

工に至らないかということを考えると，本

来はそこで計画の見直しが，四条に関して

は必要ないのかもしれないんですが，一番

トップの，オと書いてあるこのことを進め

ていくには見直しが必要なのかなという

気もして，この計画の見直し必要，不必要

が一個一個のプロジェクトの話をしてい

るのか，一番トップのこのことを話してい

るのかというのがちょっと曖昧なのかな

という印象を受けました。 

○事務局 ここでは基本的には，計画の見

直しが不要，必要のこの計画というのは歴

史的風致維持向上計画のことを指してお

ります。 

○座 長 いかがでしょうか。 

○委 員 この評価シートを拝見して，全

般的にかなり事業が多様化していて，かな

り熟度が上がってきているものもたくさ

んあると。初期の頃のハードから始まった

事業も，割と市民を巻き込んだ，そういう

事業なんかに展開していくという意味で

は非常にいい傾向にあるかなという感想

を持っています。 

 あと，今，委員の先生がおっしゃったこ

ととも関係するのですけれども，ちょっと

事前の御説明で伺ったところだと，やはり

この計画の評価の対象になっている事業

というのは担当部局が収集されたものに

限っていて，恐らく全市的にされている事

業はもっと多様で，かつ歴史的風致維持に

関係するようなものもたくさんあるので

はないかというふうに思いますので，評価

シートとしては代表的な事業を取り上げ

るということになるかとは思いますが，や

はり全庁的な事業がどういうふうに進ん

でいるのかということを収集して把握し

ていかれるような仕組みは必要ではない

かと思っております。 

 やはり担当部局では自分たちの専門の

中でお仕事をされていますが，実際，それ

が歴史的風致維持に大変関係があるとい

うようなことがたくさんあるんじゃない

かなというふうに想像しますので，その点

は，今後，29年度のＡ３の一覧表にはかな

り挙げていただいていますが，こういうも

のが何かもっとたくさん実はあるのでは

ないかなというような気がしております。 

 あとは，細かい，シートの文章がおかし

いとかというのは色々あるのはあるので

もう少しこなれた文章であったりとか，あ

と，御苑の東側の通りが河原町と書いてい

ますけど，多分ここは寺町だと思いますの

で，ちょっとその辺は，再度，御確認いた

だけたらと思います。 

○座 長 副座長が前段で言われた，全貌

を把握して，歴史的まちづくりに関わるも



 

のは全部取り込んでくださいというのは

私も同じ思いです。多分，把握し切れない

ところが京都の難しさなんだと思います

けども，一つは，多分，自分たちがやって

いることが本来的に歴史的風致，歴史的ま

ちづくりに関わっていると思わない事業

が結構あるんじゃないかと思うんですね。

ただ，京都市は，景観計画に書いていると

おり，歴史都市でもあるし，文化的景観で

もあるということなので，道路工事一つ取

ったって，広くでもないけれど，それは京

都の歴史的風致の向上に結構ダイレクト

につながっていると思いますので，全体と

してそういう歴史都市・京都の風致の維持

向上に関わっているんだというふうに思

っていただいて，関わりのあるものはそう

いう意識の下でここに組み込んでいただ

いて，実際，評価の対象にするかどうかは

ともかくですけれども，そういう考え方を

お持ちいただけるとありがたいと思いま

す。 

 私の方から続けて言わせていただくと，

31ページの京都遺産制度というのがあり

ますが，始まったところと言うか，やっと

１年終わったというところで書きようが

難しいのかもしれないとは思いますが，制

度としては，認定すれば終わりじゃないで

すね。審査会の役割としてはそれで終わり

なんだけども，京都市としては，これが

元々の趣旨からして一つのきっかけ，スタ

ートであって，選ばれた三つの京都遺産を

ダイレクトには京都観光振興にどうつな

いでいくかということが大きなことであ

ったのではないかと思いますので，そうい

う趣旨の記載が必要であろうと思います

し，それから，西陣で言うと，これは景観

まちづくりとも密接に関係してくるので，

西陣を京都遺産だというふうに京都市が

認めたときに，歴史的風致を維持向上する

という大きな目標の下で，しなければなら

ないことが出てくるはずなんですね。表向

きにはそういう事業は書かないことにな

っているのかもしれないけれども，やはり

歴史的風致維持向上計画の評価シートに

上げていくときには，観光に資すると同時

に景観づくりとかまちづくりとかにこれ

から京都市は頑張っていくんだというこ

とをお書きいただけるとありがたいとい

うふうに思います。 

 それから，京都遺産ってものすごく大雑

把なくくりのものなので，例えば火の信仰

の中に，当然のことながら五山の送り火が

入っているんですけども，五山そのものが

いわば名称だとかいう考え方が，多分，京

都市にはないと思うんですね。送り火は文

化遺産だと思っているけども，送り火の場

になっている大文字山とか左大文字山と

か，山そのものが大きな資産なんですね。

それはそれで別の風致地区か何かに入っ

ているのか，歴史的風土特別保存地区に関

わっているのか知らないけれども，それと

は別に，文化遺産としてちゃんと把握する

ということも必要だと思うので，それも一

種の歴史的風致維持向上につながる計画

になっていくかと思いますので，非常に大

事な制度を開始されて，その後のケアと言

うんですか，制度そのものの目的は認定す

ることではなくて，認定することによって

景観まちづくりやら観光振興やらにつな

げていくということなので，その辺りをお

書きいただけるとありがたいと思います。 

○委 員 今，皆さんがおっしゃっていた

だいたことで，大体，網羅されているよう

な気がいたします。座長からは，もう少し

多角的にもっと内容を盛り込めという話

もあったんですけれども，一方で，私はこ

れを拝見して，かなり目を配っていただい

て，いいシートが出来ているんじゃないか



 

という気がいたしました。大体，総体的に

高評価も得ているようですし，うまく進ん

でいるんじゃないかという気がいたしま

した。 

○座 長 これで３年，３年が終わったん

ですね。ということで，次の，最終の目標

じゃないけれど，一つの節目に向かって進

んでいくときに，この評価シートの評価項

目の並びと言うのか，例えば文化財保護法

に基づく京都市の指定登録，それから重要

景観と歴史的風致形成建造物というのが

結構ばらばらで出ているわけですね。でも，

それは多分ばらばらで並ぶよりも，京都の

歴史的風致を維持向上させる一連の制度

だと思うので，文化財保護法，景観法，歴

まち法という三つの法律によって，全体と

して歴史的風致，文化財を保存するという

ことになってくるので，まとめられたらい

かがかと。まとめるというのは順番に並ん

でいる方が分かりやすいなということ。 

 それから，勝手なことですけど，景観重

要と歴史的風致は仰山挙げてあるけれど，

京都市指定は名前しか挙がってないとか，

写真がないとか，それから，京都を彩る建

物や庭園もほとんど挙がってないとか。今

後はそういう全体的なバランス，指定制度

に絡むようなところの充実とかというの

もあるんだと思いますし，それから，６年

やってきて，先ほど申したことと関連する

んですけども，これから京都市全体として

の整合性，歴まち計画との整合性といった

意味合いで，結構いろんな取組をされてい

るけれども，ばらばらに見えるんですね。

名前は維持向上計画とかになっているけ

れども，もう少し整理した形のこういう評

価シートと言うよりも，多分，京都市の施

策全体の整合性になってくるのかなとい

う気も，一つの事柄がいろんな捉え方で出

てきますね。西陣と言ったときに京都遺産

として見られたり，伝統産業の振興という

ふうに見られたり，地元では景観まちづく

りというふうにやっている人たちもいる

しというようなことがあるので，パーツで

切り分けて出てくる，そういう捉え方より

も，もう少しまとまって，一つの地域でこ

んなことをしている，あるいは歴史的風致

の維持向上のために，全体としてこの地域

に対してこんな風な制度，事業があって全

体を推進しているというようなイメージ

はいかがですか。合わないですか，これと。 

○事務局 的確に先生の御質問に答えら

れるかどうか，ちょっと不安なのですけど，

この評価シートの制度そのものが国の認

定との関わりがあるということで，一定，

国が示されているシートを基にして作っ

ているという要素があるなということで，

ただ，それで与えられたものとして捉える

んじゃなくて，我々がやっていくときに一

番最適な方法を考えていかないといけな

いなとは思いますので，その辺りも国に更

にバージョンアップするようなことを提

案しながら改善していきたいなというふ

うに思っているということが１点です。 

 それから，シートの作り方を地域から見

るのか，事業から見るのかとかいう編集の

仕方ですけれども，歴史的風致維持向上計

画というのを京都市で作っているこのス

タイルは，全国的に見ると非常にレアな格

好ではないかなという気がしています。そ

れは，主に想定されているのが，一つのコ

アとなる文化財なりがあって，その周辺を

どうつくるのかという地域問題をどう解

決する計画とするのかというのが他都市

で多く使われる方法ではないかと思うん

ですが，京都市の場合，それがいろんな所

にありますので，ほぼ京都市全域に及ぶよ

うな計画の作り方になっているというこ

とですので，そういう構成で言いますと，



 

地域がいろんな所にあるんですけれども，

それが色々重複してしまっているという

感があるかと思います。それは御指摘のと

おりだと思います。そういう意味では，全

体版と地域版みたいなことがひょっとし

たらこれから要るのかもしれないなとい

うことでちょっと聞いていたんですけれ

ども，そうすると，このシートがまた倍ぐ

らいになってくるかも分かりませんので，

そこら辺，見やすく，整理しやすいような

ことをちょっと考えてみないといけない

かもしれないなという思いであります。 

○座 長 国に対しては国が要求してい

るようなのをそのまま出しておいて，京都

市として，京都市民向けに，地域をターゲ

ットにしたようなものというのがいいの

かなと，今ふと思いましたけど。 

○事務局 分かりました。 

○事務局 事務局ですが，後ほどの議題２

で取り上げる予定の，29年度以降，歴史的

風致維持向上計画の進捗管理・評価の仕方

が変わりますという事務連絡を今年の４

月に受けていまして，次の評価というのが

京都市は最終評価になるのですが，そこで，

今までの評価シートとがらっと変わった

もので評価するようにということを言わ

れていますので，また後ほど簡単に説明さ

せていただきたいと思います。 

 

議題２ 平成29年度以降の進行管理・評価 

内 容 説 明 

 

○事務局

 それでは，資料４を御覧ください。先ほ

どと重複になりますが，平成29年度以降の

歴史的風致維持向上計画の振興管理・評価

についての通知を資料にさせてもらって

います。こちらは平成29年４月５日に国か

ら事務連絡として受けています。 

 １番に，進行管理・評価の変更点という

ことで，28年度までと29年度からの評価方

法が変わったことについての事務連絡で

す。 

 平成28年度までは毎年度の進捗評価，さ

らに，３年に一度の総括評価です。平成28

年度，京都市の場合は進捗評価と総括評価

を行いました。平成29年度以降につきまし

ては，毎年度の進捗評価に加えて，３から

５年に一度の中間評価，そして，最終年度

に最終評価を行うようにということで事

務連絡を受けています。 

 めくっていただいて，別添１の12番が京

都市です。京都市の場合は32年度が計画の

最終年になりますので，総括評価というの

はありません。最終評価になります。32年

度に最終評価を行うことになります。 

 その評価方法につきましては，資料を割

愛していますが，別添２に実施要領という

形で４ページ来ていまして，ここは事務的

なことなので飛ばさせていただいて，最後

に，ページはありませんが，５ページ目に

参考資料というのが付いています。評価の

手法については先ほど御説明しましたと

おりで，二つ目の○で最終評価，中間評価

の観点ということが示されています。 

 こちらにつきましては，方針に基づき実

施された取組による直接的な効果ですと

か，他の施策，計画との連携などによる波

及的な効果，それに加えて，計画の根幹で

ある歴史的風致の維持向上状況，この上記

の観点を踏まえて次期計画策定と今後の

進め方を検討する上で新たな課題を抽出

することとされています。これまでの推進



 

会議の議事録を拝見していますと，この計

画の推進が歴史的風致にどれだけ影響が

あったのかということを評価してほしい

といった御意見もありまして，こういった

ところが国の方からもその視点で評価す

るようにということを頂いていますので，

今後，最終評価に向けて，こういった視点

も取り込みながら，本日頂いた御意見も反

映させながら評価を行っていきたいと思

っております。 

 議題の２の資料４については以上です。 

 

 

議 事 要 旨 

 

○委 員 先ほど座長がおっしゃってい

た地域と言うか，その場所がどう変わって

きたかというのは，今，御説明いただいた

歴史的風致の維持向上の状況というとこ

ろでまとめることが可能かというふうに

理解すればよろしいんですかね。 

○事務局 そう考えております。 

○委 員 是非そうお願いできればと。 

○座 長 同じようなことかもしれませ

んけど，最終評価，中間評価の観点という

ところですごく広い観点を要求されてい

ますね。歴まち法に基づくものだけではな

くて，これだと，例えば景観法によるまち

づくり，景観まちづくりとの関連をどうす

るのか，また，もう一つ，京都市で既にさ

れている，文化財保護課で文化的景観の非

常に広い視野の調査を今やっていて，ある

意味で，京都という所を対象に，こっちか

ら見て，こっちから見て，こっちから見て，

三つの視点，観点があるわけですよね。先

ほど出ていたことと重なっているんです

けども，そういった三つのそれぞれの法に

基づく政策，事業，制度を，多分ここでは

最終的に関連を付けて一つの全体像を示

しなさいというふうに言われていると考

えていただければと思いますけれども。勝

手なあれですけれども，多分，あらかじめ

かなり準備しておかないと，最終年度にな

ってばたばたすると大変だと思いますの

で，よろしくお願いいたします。 

 

 

議題３ 京町家保全・活用推進条例（仮称）の制定 

内 容 説 明 

 

○事務局 

まち再生・創造推進室で京町家保全活用課

長です。 

 資料は添付の資料５に，京町家保全・活

用委員会からの答申が付いていますのと，

別添で，京町家の保全及び継承に関する条

例（仮称）を制定する必要性というＡ３判

のものと，これから実施してまいります条

例についての市民意見募集の冊子の案，こ

ちらを使って御説明をさせていただきま

す。 

 昨年７月に京都市の附属機関というこ

とで京町家保全・活用委員会というものを

立ち上げさせていただきまして，本日御出

席いただいています副座長，委員の方にも

委員として御参画いただいたところでご

ざいます。 

 そこで，市長の方から，京町家の今後の

基本的な方針の在り方と，併せまして，京



 

町家の取壊しといった危機を事前に把握

して保全・継承につなげる仕組み，こうい

った２項目について諮問させていただい

て，計５回，委員会で御議論をいただいた

ところでございます。非常に闊達な御意見

を頂きまして，去る５月２日に答申を市長

の方にお出しいただいたところでござい

ます。 

 それでは，Ａ３の，京町家の保全及び継

承に関する条例（仮称）を制定する必要性

というこちらの方を御覧いただけますで

しょうか。 

 まず，中段の左上の方ですけれども，戦

前の京都のまちということで，戦前の京都

のまちでは京町家を暮らしの基盤として

しっかり流通させて，住み替えながらまち

をつくっていく，こういうシステムが構築

されていたという状況でございます。ただ，

戦後，京町家を取り巻く状況といたしまし

て，戦後，社会システムが大きく変わると

いう状況の中，また，高度経済成長期とい

うことで経済活動が進行していく中で多

くの京町家が取り壊されて，美しい町並み

景観が破壊されてきたということと，これ

まで歴史を重ねてきました都市建築シス

テムであるとか，都市居住文化，こういっ

たものが失われつつあると。 

 こういった危機感から，京都においては

平成４年頃から，まずは市民活動団体，研

究者，事業者も含めてですけども，こうい

った方々の再生活動というのが芽生えて

きたところでございます。こういったこと

が展開する中で，京都市といたしましても

こういった動きに呼応いたしまして，平成

12年に京町家再生プランというものを策

定して，アクションプラン21というものを

掲げて取組を推進してまいりました。その

取組につきましても，行政だけではなくて，

公益財団法人である京都市景観・まちづく

りセンター，それから市民活動団体，専門

家，事業者団体と連携しながら取り組んで

きたというところで，こういった一連の動

きの中で一定の成果は上げてきたという

ふうに考えております。 

 しかしながら，右の方に移りまして，現

在，文化に対する関心であるとか宿泊需要

の増加，こういったプラスのものもあるん

ですけれども，大きな流れとして，人口減

少・少子高齢化の進展，空き家の増加とい

った大きな社会的課題を抱えているとい

う状況でございます。 

 そうした中，現在の京町家を取り巻く現

状と課題ということですけれども，一つ，

継承に関する現状というのが大きな課題

としてのしかかっているという状況でご

ざいます。ここにつきましては，やはり家

族で継承してきた，また，その子，親族で

継承してきたという状況が非常に困難な

状況にあるということでございます。まだ

まだ，京町家を維持，修復する，また改修

する，そういった資金の問題であるとか，

法律も含めた技術的な問題，こういったも

のも依然として抱えているという状況で

ございます。そういった中で，所有者の方

自らがこの問題を抱え込んで，限られた選

択肢の中でやむを得ず取壊しを決意する

という事態が後を絶たないというふうに

考えております。 

 こういった状況の中で，これまで３回，

京町家まちづくり調査として調査を重ね

てまいりましたが，平成28年に，20年，21

年に行った第３期調査で４万8,000軒の町

家を確認しているんですけれども，そこの

追跡調査を行っております。そこで5,600

軒の町家が７年間で滅失していると。先ほ

どちょっと局長からもありましたけども，

そういった状況を確認しております。そう

いった意味では，京町家の滅失が依然とし



 

て進行し，歯止めが掛かっていないという

状況があるということでございます。 

 ただ一方で，活用に関する現状というこ

とで，こういった伝統文化であるとか京町

家を含めたライフスタイルに対する再評

価ということもございまして，不動産流通

市場の中では京町家の需要というのは非

常に高まっていると。むしろなかなか町家

の物件が出てこないというような状況で

ございます。また，町家も住まいとしての

活用ということがベースにはあるんです

けれども，そのほか多様な形で活用されて

いるという状況がございます。 

 こういった不動産市場の中で一定活用

はされているということなんですけれど

も，それでも空き家がまだまだたくさんあ

ると。この追跡調査の中でも5,800軒の町

家が空き家になっている状況を確認して

おります。そういった中で取り壊されてい

るという状況を踏まえて，やはりこれは何

とかしなきゃいかんと。このまま放置して

おけば京都のアイデンティティを脅かす

ような重大な危機であるということを

我々としても感じまして，昨年７月に委員

会の方に諮問させていただいたという状

況でございます。 

 委員会の議論の中で，京町家保全・継承

に取り組む意義というのは何なんだろう

かということで，それが一番上の方に書か

せていただいていることなんですけども，

京町家は非常に多様な価値を持っている

んだと。京都創生の三つの柱の二つであり

ます景観，文化という観点からも，まず，

景観につきましては町並み景観を構成す

る基盤であると。また，文化に関しまして

も，京都の生活文化の基盤であると。こう

いった伝統的に蓄積してきた価値だけで

なくて，現代的な価値も含めて多様な価値

を持ち合わせていると。そういった意味で，

京町家というのは，これまでもそうですが，

将来におきましても多様な価値やニーズ

を受け止めることができる，そういった器

であって，京都の魅力あるまちづくり資源

で市民の財産なんだということをうたっ

ています。こういった京町家の持つ多様な

価値というのが，正に多くの人が京町家を

愛し，そして，多くの人を京都のまちに引

き付ける，そういった原動力になっている

というふうに考えておりまして，京町家と

いうものを未来に継承していく，そういっ

た使命を我々は持っていると考えており

ます。 

 こういった価値，それから課題を踏まえ

まして，一番下のところですけれども，京

町家の保全及び継承に関する条例を制定

する必要性ということで，建物の価値や危

機感というものを幅広い関係者でしっか

り共有して，時機を逸することなく，保全，

継承のための方策を講じる，そういう目的

のために，京町家が正にまちづくりの資源

で，市民にとって貴重な財産であるという

ことをしっかり位置付けていこうという

ことと，右側ですが，京町家の取壊しを回

避するために，所有者だけで抱えるのでは

なくて，市民，事業者，地域，行政が一体

となって，みんなごととしてこれを守って，

また次の新たな担い手に引き継いでいく，

こういったことをしっかりうたっていこ

うということと，もう一つは，所有者に対

して支援をしていくということなんです

が，併せて，保全・継承につなげるための

取壊しを事前に把握する手続，こういった

ものを整備するために，今回，実効性のあ

る新たな条例を制定する必要があるとい

うふうに考えたところでございます。 

 続きまして，意見募集の冊子の方を御覧

いただけますでしょうか。 

 １ページ目のところは，そういった京町



 

家が今抱えている現実と，また，みんなで

共有して取り組んでいきましょうという

ことで条例を制定しますということをメ

ッセージとして書かせていただいていま

す。 

 １枚おめくりいただきまして，京町家を

保全・継承するための取組のポイントが１

ページ，２ページにございます。みんなご

とで取り組むということですので，多様な

主体がそれぞれの役割に応じた取組で京

町家の保全・継承を進めるということで，

それぞれの責務，役割を掲げさせていただ

いていることと，しっかり条例を作りまし

て，計画を作って進めていくということで，

12年に作りました京町家再生プランの後

継計画として新たな計画を定めるという

ことも掲げております。また，課題に応じ

た施策の展開を図るということで，条例の

中では細かくは掲げませんが，保全・継承

に関する課題を踏まえた八つの施策の方

向性というものを条例に掲げていこうと

いうものでございます。 

 続きまして，２ページのところが京町家

の取壊しの危機を事前に把握し，保全・継

承につなげる仕組みということなんです

けども，まずは，届出制度というのが条例

に位置付ける内容なんですが，届出に至る

前，とにかく事前に取壊しを回避する，そ

ういった環境をしっかり整えていくとい

うことがまず大前提としてあるというこ

とで委員会からも答申を頂いております。 

 まず，取壊しを回避するために支援策を

しっかりやっていきましょうと。これは行

政だけではなくて，民間事業者も含めて連

携していくということなんですが，継続的

な働き掛けをしっかりしていくというこ

とをまず第一に掲げています。また，所有

者の負担軽減ということについても様々

な観点で，官民連携でやっていこうという

ことを掲げております。 

 そういったことを事業者，市民活動団体

と連携して，町家を保全できる方法をしっ

かり提案していくということであるとか，

使いたいという方にしっかりマッチング

をしていく，こういったことも連携しなが

らやっていこうというふうに考えており

ます。 

 こういった支援策を動かしていく中で，

不動産事業者とか解体工事業者，これは取

壊しに非常に関係が深い事業者というこ

とで，条例では努力義務を課していこうと

いうふうにしております。京町家に関する

支援制度の情報提供をしっかりしていた

だくということと，不動産事業者につきま

しては売買，賃貸の仲介時にしっかり保

全・継承を働き掛けていただく。また，解

体工事業者のところに相談があったとき

にも，こういった事前届出制度，こういう

条例があるんだよということをしっかり

所有者の方に伝えていただくということ

を位置付けております。 

 こうした取組をやる中で，届出が出ない

環境がつくられるということが一番ベス

トなんですけれども，それでもなお，いろ

んな状況の中で取壊しを考えるというこ

とがあるかと思います。そういった場合に

も，早めに行政の方に相談していただくと

いうことを意図しまして，取壊しに関する

事前届出制度というものを今回つくって

いこうというふうに考えているところで

ございます。 

 この届出の対象というのが三つのカテ

ゴリーに分かれていまして，一つは全ての

京町家。全ての京町家について，取り壊そ

うという場合には，あらかじめ市長に届け

出いただくような努力義務を課していこ

うということにしております。こういった

努力義務を課すことで不動産事業者の



 

方々がいろんな働き掛けをしていく，未然

に防いでいくということの意識付けにな

るのかなというふうに考えております。 

 続いて，京町家が集積し，趣のある町並

みが形成されている地域，若しくは京都ら

しい文化が継承されている地域に立地す

る京町家，こういった面的な指定というも

のもやっていきたいというふうに考えて

おります。こういった面的指定をさせてい

ただいた所につきましては，京町家を取り

壊そうとする１年前までに市長に届け出

ていただくということを義務として課し

ていこうというふうに考えております。早

めに御相談いただくことで，この１年とい

うものを通じまして，行政として働き掛け

ていく，所有者の同意を得ながら，事業者

の方と連携して活用提案などをやってい

くということを取り組んでまいりたいと

考えております。 

 また，三つ目のカテゴリーとしては，景

観の形成又は文化の継承に重要な京町家

ということで，これは個別に指定をしてま

いります。こちらの個別指定のものにつき

ましても，取り壊そうとする１年前までに

市長に届け出ることを義務としてさせて

いただいています。こういった単体で存在

感があって，その滅失による影響が非常に

大きいものにつきましては必ず届出を出

していただきたいということで，その手続

の実効性を確保するために，一定，手続違

反に対して過料というものを課していき

たいというふうに考えております。 

 こういった所有者に対する義務だけで

はなくて，解体工事業者に対しても一定の

手続の義務を課すということで，地区指定，

個別指定，両方ですけれども，解体工事業

者が，所有者がちゃんとこういった届出を

出しているということを確認していただ

くことであるとか，町家の取壊しをすると

いうことであれば，市長に事前に届け出て

いただくというようなことを義務手続と

して課していこうというふうに考えてお

ります。 

 こういった届出をしていただいた中で，

所有者に対しては，届出がなされたら改め

て京町家の保全・継承を強く働き掛けてい

くということと，所有者の意向に応じまし

た継承方法，活用方法の提案，それから活

用希望者とのマッチング，こういったもの

を事業者，市民活動団体と連携して取り組

んでいくというものになってございます。 

 また，この三つのカテゴリーに合わせて

しっかり事前の支援策というものも，面指

定，単体指定については特に手厚く支援策

を講じていきたいということで，こういっ

たことについても今後検討してまいりた

いというふうに考えております。 

 また，下の※印の２ですけれども，こう

いった支援策を漏れなく届けていくとい

うことで，保全・継承につなげるために，

指定に当たっては所有者の同意は求めな

いといった制度設計を考えているところ

でございます。 

 これが取壊しの事前届出制度というこ

となんですけども，次，おめくりいただき

まして，３ページ，４ページに条例全体の

骨子案というものをお示しさせていただ

いております。 

 まず，前文，条例の目的ということにつ

きましては，保全・継承の推進に関して基

本理念を定めということを書かせていた

だいております。 

 続いて，用語の定義というところで様々

な定義をするんですけれども，特に京町家

について，本条例で対象とする京町家の定

義をここでイメージとして掲げさせてい

ただいております。基本的な考え方といた

しましては，京町家再生プランであるとか



 

京町家まちづくり調査の中で対象として

きた町家をしっかり捉えられるようにと

いうことで，若干幅広の定義にさせていた

だいています。京都市内に立地する木造住

宅で二つの要件を備えるものとさせてい

ただいていまして，伝統的な構造，それか

ら，都市生活の中から生み出された特徴の

ある形態，意匠を有するものということで，

下に一部，例示をさせていただいておりま

す。さらに，年時につきましては建築基準

法施行以前に建築されたものという定義

付けにさせていただいております。 

 参考で建て方の類型と書かせていただ

いていますが，右下の方の看板建築，こう

いったものも，当然のことながら対象とし

ているところでございます。 

 基本理念につきましては，先ほどの京町

家の多様な価値に掲げさせていただいて

います，まずは景観に関することと，それ

から文化に関する，そういったもの象徴で

あるということと，魅力あるまちづくりの

資源となっている市民の貴重な財産であ

る，こういったことを踏まえて保全・継承

に取り組むということと，多様な主体が連

携して取り組むということを基本理念と

して掲げさせていただいているところで

ございます。 

 そのほか，先ほどの取組のポイントで説

明させていただいた各主体の責務である

とか基本的な施策の方向，取壊しに関する

手続，不動産事業者・解体工事事業者の努

力義務，それから，この条例に基づく審議

会というものを設置するということと，先

ほどの罰則について条例の中で規定して

いくということで書かせていただいてお 

ります。 

 続きまして，５ページ，６ページなんで

すけども，これは先ほどの施策の方向性に

基づいて，今後どういったことをやってい

くのかということを青字で書かせていた

だいていますのと，既にこれまで様々な取

組をさせていただいていまして，どういっ

た取組をやってきたのかということで，主

なものを写真を含めて御紹介しているペ

ージになってございます。 

 一番最後のページですけれども，今後の

予定ということで，この６月２日から７月

２日まで１箇月間にわたってパブリック

コメントを実施しまして，皆様方から頂い

た御意見を踏まえて条例の原案というも

のを検討してまいります。その後，早けれ

ば９月市会ということを目指して，条例案

の市会提案ということを行いまして，御議

決いただいた後は，しっかり周知をしたう

えで，条例施行につきましては段階的に取

り組んでまいりたいというふうに考えて

おります。 

 単純な情報周知だけではなくて，各団体

であるとか市民活動団体，様々な京町家関

連の団体がございます。そういった所にも

しっかり説明をしていくということと，併

せまして，説明会等も開催していくという

ことで，市内４箇所で５回，説明会という

ものを開催していこうという段取りにな

ってございます。 

 早口でしたが，私からの説明は以上でご

ざいます。 
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○座 長 これについて何か御意見ござ

いますでしょうか。と言っても関係者２人

で。ちょっと外野から一言だけ。 

 結構なお話だと思います。賛成なんです

けども，大事なことだと思うのは，京町家

の保全継承に取り組む意義とか，条例の方

で言えば，基本理念というところが取りあ

えず大事だと思って見ていたんですけど

も，答申の５ページのところでは，京都市

の景観計画の中での位置付けを援用され

て意義というふうにされているんですけ

ども，歴史的風致維持向上計画の中でも基

本的に同じようなことを言っているもの

だと考えています。歴史的風致維持向上計

画の，そもそもの京都市の維持向上すべき

歴史的風致という定義は少し抽象的にな

っていますけども，私がこれを作ったとき

にかなり頭の中にあったのは京町家なん

ですね。 

 日本はもとより世界にも類を見ない市

街地の環境だというふうに言っていると

ころは京町家の町並みを念頭に置いてい

るので，要するに，できるだけ京都市の作

っておられる景観計画とか歴史的風致維

持向上計画等をベースにして意義とか理

念とかを書いていただくと非常にありが

たいと思います。上下の関係があって，歴

史的風致維持向上計画は下だと言われた

らあれなんだけど。 

 それから，基本理念のところで，とりわ

け関心があるところは，（１）の２行目で

「……生活文化を象徴するものである」と

いうふうに書いていただいていて，これは

これで結構なんだけども，私は，色々考え

ると，京町家は京都の歴史と文化を象徴す

るものだと言えると思っているんですね。

こういう理念とか意義とかというのはど

れほど実証的な裏付けが必要かどうか知

りませんけども，ここでおっしゃっている

ような町並みとか町家の住まい手のレベ

ルの重要性というよりも，むしろ京都全体

にとって，京都の歴史とか文化とか景観と

かを象徴するのが京町家で，私は，別の言

い方では，京都の歴史と文化の縮図と言っ

たのかな，京町家の中に京都の歴史と文化

が内在している，そこに含まれていて，京

都の町家を色々眺めると京都の歴史も分

かるというような言い方もしたことがあ

るんですけど，ほらを吹くのはよくないけ

れど，大事な意義だと思えるところは，や

っぱり大きく取っていただいて，単に趣の

ある町並みとか，単に生活文化ということ

ではなくて，京都そのものの根本的な重要

な遺産だというふうに言っていただける

とありがたいなと思います。 

○委 員 私もお二人を前に外野からと

いう発言になるかもしれませんけども，大

変意義あることだと思います。もっともっ

と早くやっていただきたかったなという

気もするんですけども，今やらなければ本

当に大変なことになってしまうという気

がしております。 

 こういう状況ですので，所有者の同意を

得ないといったような，非常に大胆なやり

方も，今はやっぱりいたし方ないと言いま

すか，そうすべきだなと思うんですけども，

町家を壊す状況になるというのはいろん

な理由があると思うんですね。そこまで一

つ一つ，我々も立ち入っていいのかどうか

という問題もあると思うんですけども，や

っぱり壊さなきゃいけないので届出する

というその一つ前の段階で，座長もおっし

ゃたんですけども，いかに京都の町家とい

ったものが価値あるものなのか，どういう

意味があるのかということをもっと一般

の人に理解してもらうということが一番

大事だと思うんですね。 

 一番残念なのは，そういったことを理解



 

していただけなく，ただ壊してしまうとい

うところが残念であって，十分に理解した

うえで，だけども，仕方がないということ

がやっぱりあると思うんですね。そこまで

立ち入ることはできないと思う。そんな中，

この取組をしていただく中で，いわゆる普

及啓発というところがあろうかと思うん

ですけども，まずはそういったところに力

を入れていただきたいという気がいたし

ます。 

 座長は縮図であるというふうな御発言

をされましたけども，私も，町家というの

は，人々が集まって住む，集住するという

ことのいろんな知恵や工夫といったもの

がここに集積されていて，ずっと工夫され

てきた，特に京都というのは一番長い都市

ですので，そういう所で集積されてきた知

恵というのは本当に貴いと思うんですね。

そういったものが今の町家という建築，住

まいには本当に集積しているんだという

ことを理解していただくという，そういう

場がもっとあってもいいのかなという気

がしまして，そういったところに，是非，

まずは力を入れていただきたいという気

がいたします。 

○委 員 保全活用委員会としては，かな

り色々，もめにもめてという形でこの形に

まとめていただいたという経緯がござい

ます。 

 最初に座長がおっしゃった基本理念で

すけれども，条例に基本理念をかなり書き

込むというのはそんなに多くないという

ようなこともちょっと聞いているんです

が，直接の目的はできるだけ取り壊される

町家を減らそうという非常に大きな目的

があるんですけれども，その先に何がある

のかということは，やっぱりきちっと理念

なり，それがどういう意味があるのかとい

うのは理念で書き込んでいく必要がある

んだろうという議論の中でこういう理念

が出てきたので，やはりここの文章という

のはかなり慎重に，かつ，残したことによ

る将来像みたいなものであったりとか，残

したことの本当の意味というのはどこに

あるかというのは書いておくべきだなと

いうことは議論の中に出ておりました。 

 なかなか，一番厳しくても過料というこ

とで終わるので，どれだけ実効性があるか

どうかというのは分からないんですけれ

ども，ただ，京都市として，あるいは京都

の市民として，こういう姿勢で行くという

ことを打ち出すという意味ではすごく皆

さんの意識が変わっていく一つのきっか

けになる条例になるのではないかなとい

うふうには期待しております。 

 以上です。 

○委 員 委員の先生の御意見に対して

ちょっと補足説明させていただきますと，

正しく委員会でも全く同じような意見が

出まして，届出制というのだけが何かクロ

ーズアップされてしまいますけど，実はそ

の前が大事で，これまでは，実際には京都

市が所有者の方に個別に声を掛けて，残し

ていただくみたいなことをしていたと思

うんですけど，システムとして，こちらか

ら京都市が積極的に働き掛けていくとい

うのじゃなく，今までは申し出ていただい

て，それに助成するという，そういう制度

だったわけですね。それを，今度はむしろ

積極的に声を掛けていきますよというよ

うなのがこの条例の一番基本的なところ

で，取壊しにならないように前の段階から

ずっと所有者さんとコミュニケーション

を取り続けるというところに，今後，特に

力を入れていくという事務局の意思と言

うか，そういうのもありまして，そこが条

例のメインだなというふうに私も思って

おります。 



 

○座 長 歴史まちづくりの根幹に関わ

る大きな条例と思いますのでよろしくお

願いいたします。 

○事務局 事務局から連絡事項が幾つか

ございます。 

 まず，前回会議後の状況でございます。 

 前回の推進会議において御意見を頂き

ました第９回目の計画変更につきまして

は平成29年３月31日をもって国から認定

を受けることができております。 

 それから，今後の予定に関しましては，

本日頂いた御意見を取りまとめまして，進

行管理・評価，それから総括評価をまとめ

まして，一度，内容を髙橋座長に御確認い

ただいたうえで，５月末を目途に国の方に

報告をする予定としております。この報告

結果は７月頃を目途に本市のホームペー

ジで公開する予定としております。 

 それから，次回の推進会議につきまして

は，重大事項がない限りは例年どおり来年

の２月頃の開催としたいと考えてござい

ます。 

 事務局の方からは以上でございます。 

 それでは，閉会に当たりまして，局長か

ら一言御挨拶を申し上げます。 

○事務局 今日は熱心な議論，どうもあり

がとうございました。 

 京町家の話をするとお一人の語る時間

が非常に長くなるというのがこれまでの

経験でございまして，京町家に限らず，市

長がよく言いますのが，議論にならない施

策，事業はするなと。議論があっての施策，

事業だということで，今回提案させていた

だいている内容も議論になるような大胆

なことを少し打ち出させていただいたの

ではないかというふうに思っています。 

 一昨日，市会の方でこのパブリックコメ

ント案を報告させていただいた折にも，大

変，議論になりました。そのときの大きな

議論は，一つは京都市の本気度を問われた

ということです。どこまで本気でやるつも

りなんやと。所有者だけが犠牲を払うので

は駄目だよというような話がありました。

それに関連して，一体，京町家って，議員

の方々の，私の家は京町家なのかどうなの

かと。特に周辺区の方には，そういうこと

でしっかりと周知をしてくれと。これは所

有者，不在地主もおりますし，それから解

体事業者の方も，京都市内だけじゃなくて

府下，全国でも事業をやっておられる人に

しっかりと届くようにしてくれというの

が二つ目の議論だったかと思います。それ

はできる限りのことを尽くしていきたい

ということで，普段にはない周知の仕方，

例えば説明会というのも数度やりますし，

それ以外にも業界から依頼があれば説明

に行くとか，それから，今，４万戸のリス

トがありますので，そういった方に届く方

法とか，こういったことはしっかりと考え

ていきたいなというふうに思っておりま

す。 

 ということで，京町家，６月２日がキッ

クオフですので，先生方からも貴重な御意

見を頂きたいというふうに思っていると

ころでございます。 

 それから，今日のメインのテーマであり

ました事業評価についてでございます。 

 今回，中間の評価が２回目ということで

ございまして，今日の資料，当初の事業評

価から比べると，大分，内容が充実したな

というのが私自身の感想であります。 

 京都の市の施策の事業進捗を評価する

というのも，ほかでも色々あるんですけれ

ども，ついつい，計画にこういうふうに上

がっています，できましたか，できていま

せんかというような評価が多いんですけ

れども，この事業評価の一つの特徴は，進

捗もあるんですけれども，ほかとの関連付



 

け，歴史的風致という観点での横串が刺さ

るという，ここに非常に大きな意味がある

のかなというふうなことで改めて思いま

した。 

 そういう意味では，振り返る機会にもな

り，また，歴史的風致という観点から各事

業がどういうふうに位置付いているかと

いう再確認の場にもなるのではないかな

というふうに思っているところでござい

ます。 

 32年が最終評価ということですので，そ

れに向けて，しっかりとこれから検討して

いきたいと思います。その最終というのは

次の新しい子が生まれる機会でもありま

すので，それも併せて考えていきたいと思

いますので，今後ともどうぞよろしくお願

いいたします。ありがとうございました。 

 

 

 


